

①－１

No.　　　

令和８年　　月　　日
おおい祭り実行委員会委員長　あて
出店者（責任者）　　　　　　　　　　　　　　　
住　　所　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ふりがな　　　　　　　　　　　　　　　　　　
氏　　名　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞

電話番号　　　　　　　　　　　　　　　　　　
誓　約　書
私は、第２６回おおい祭りへの模擬店出店に伴い、下記事項を誓約します。
なお、違反した場合は直ちに出店許可を取り消されても異存はありません。

　出店場所　　　　　　　　　東久保中央公園内（おおい祭り実行委員会指定場所）

　出店期間　　　　　　　　　令和８年７月２６日（日）午前１１時３０分～午後８時３０分
　出店内容及び従事予定者　　別紙１のとおり


誓約事項


1　出店者及び店舗従事者（予定者を含む。）は、暴力団並びに暴力団員との関係を有していません。


2　暴力団の活動の助長及び暴力団の運営に資することとなるような利益の供与、暴力団員に対する優先的な取扱い並びに暴力団の威力を利用しません。


3　出店を許可するに当たり、出店者及び店舗従事者（予定者を含む。）は、おおい祭り実行委員会において埼玉県警察に上記1の事項に関する照会を行うことを承諾します。


4　店舗の設営、撤収の際は、安全に注意し、交通の妨げにならないように行います。また、強風等の悪天候により、飛ばされたり、倒壊したりすることがないよう設置し、管理します。


5　店舗及び店舗で使用する資機材については、事前に安全点検を実施し、資機材による事故がないように使用すること。また、万が一、資機材による事故が発生した場合は、自己の責任において誠意をもって対応し、おおい祭り実行委員会に迷惑をかけません。


6　駐車場は、実行委員会が指定する場所を利用します。


7　物品の販売にあたっては、価格を表示するともに、飲食物にあっては食中毒等が発生しないよう食品衛生管理を徹底します。また、万が一、販売した物品による事故が発生した場合は、自己の責任において誠意をもって対応し、おおい祭り実行委員会に迷惑をかけません。


8　祭り環境を損ねないよう常に店舗周辺を整理し、安全の確保と美観の保持に努めるとともに、清掃を適宜実施します。また、店舗撤収時には周辺を清掃し出店前の状態に回復するとともに、ごみ等は持ち帰ります。


9　粗暴な言動により、来場者に不快な思いをさせたり、トラブルを起こしたりしません。


10　祭り終了時刻（午後8時30分）の30分前に撤収の準備を始め、祭り終了時刻（午後8時30分）には屋台販売を終了し、速やかに撤収を終わらせます。


なお、交通規制解除時刻（午後9時）近くになっても購入者が店舗前にいる場合には、速やかに誘導し購入者の安全を確保します。


11　出店の際は、出店許可証を屋台の見えやすい場所に掲出します。


12　出店者及び店舗従事者は、事前におおい祭り実行委員会に申請した者のみとします。また、出店者及び店舗従事者は、運転免許証や住民基本台帳カード等の官公庁が発行した顔写真付きの身分証明書を常時携帯し、祭り期間中、おおい祭り実行委員会及びその関係者からの求めにより提示します。


13　上記のほか、おおい祭り実行委員会の指示、指導に従います。








